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▲Universal Oneサービス契約約款（第１編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

 実施 平成23年５⽉10⽇ 

▲Universal Oneサービス契約約款（第１編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 

  

  

料金表 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１類 利用料金 

  第１ ＶＰＮサービスに係るもの 

   ２ 料金額 

    ２－２ 付加機能利用料 

     ２－２－１ 代表契約に係るもの 

      ２－２－１－10 クラウドWi-Fi認証機能 

料金表 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１類 利用料金 

  第１ ＶＰＮサービスに係るもの 

   ２ 料金額 

    ２－２ 付加機能利用料 

     ２－２－１ 代表契約に係るもの 

 

 ⽉額     

 区   分 単 位 料 金 額       

 料金表第３表（附帯サービ

スに関する料金）に規定す

るクラウドWi-Fiアクセス

ポイントに接続する端末

設備を認証する機能 

10ＩＤま

での場合 

１のＶＰＮグル

ープごとに 

―        

 10ＩＤを

超 え る 場

合 

１のＶＰＮグル

ープにつき10Ｉ

Ｄを超える１の

ＩＤごとに 

300円 

(330円) 

       

 備考     

 １ 当社は、代表契約者（クラウドWi-Fiアクセスポイントを利用する契約者回

線等を含むＶＰＮグループに係る者に限ります。）に限り、この機能を提供し

ます。 

    

 ２ この機能を利用する代表契約者は、次に掲げる期間について、この機能に係

る付加機能利用料の支払いを要します。この場合において、当社は、第38条（利

用料金の支払義務）第２項第２号の表の規定に該当するときを除いて、この機

能に係る付加機能利用料を⽇割しません。 

    

 (1) この機能の提供を開始した⽇が属する料金⽉の翌料金⽉から支払いを要

します。 

 ただし、提供を開始した⽇が料金⽉の初⽇の場合は、提供を開始した⽇が

属する料金⽉から支払いを要します。 
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 (2) この機能の廃止があった⽇の前⽇が属する料金⽉まで支払いを要しま

す。 

    

 (3) この機能の提供を開始した⽇と、この機能の廃止があった⽇又はその前

⽇とが同じ料金⽉に属する場合は、１か⽉間について支払いを要します。 

    

 ３ 当社は、この機能に係る付加機能利用料を、ＩＤの数（その料金⽉で最大の

ものとします。）に基づいて算出します。 

    

  

  

第３表 附帯サービスに関する料金 

 第３ 回線制御装置使用料 

  １ 適用 

第３表 附帯サービスに関する料金 

 第３ 回線制御装置使用料 

  １ 適用 

 区  分 内         容   区  分 内         容  

 回線制御装置の

種別等に係る料

金の適用 

ア 当社は、回線制御装置使用料を適用するにあたって、次表

のとおり回線制御装置の種別を定めます。 

  回線制御装置の

種別等に係る料

金の適用 

ア 当社は、回線制御装置使用料を適用するにあたって、次表

のとおり回線制御装置の種別を定めます。 

 

  種  別 内   容     種  別 内   容   

   Universal Oneターミ

ナル等 
（略） 

     Universal Oneターミ

ナル等 
（略） 

  

   クラウドWi-Fiアクセ

スポイント 

無線ＬＡＮアクセスポイン

ト機能を有する装置であっ

て、当社が提供する認証機能

との連携が可能なもの 

         

   備考 当社は、代表契約者がクラウドWi-Fi認証機能を

利用する場合に限り、その代表契約者に係る回線

契約者に対して、クラウドWi-Fiアクセスポイント

を提供します。 

        

  イ （略）    イ （略）  

  ウ 当社は、回線制御装置使用料を適用するにあたって、次表

のとおり回線制御装置の保守の区別を定めます。 

 クラウドWi-Fiアクセスポイントに係るもの 

   ウ 削除  

   区  別 内   容          
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   保守タイプ２ その回線制御装置の修理又

は復旧について当社が係員

を派遣するもの 

         

  エ （略）    エ （略）  

 

  ２ 料金額 

   ２－１ （略） 

   ２－２ クラウドWi-Fiアクセスポイントに係るもの 

 

  ２ 料金額 

   ２－１ （略） 

 

 区   分 単 位 料 金 額       

 （本体） 

Ⅵ型 

１台ごとに⽉額 5,000円 

(5,500円) 

      

 （付加物品） 

ＰｏＥスイッチ 

追加１台ごとに

⽉額 

4,000円 

(4,400円) 

      

 備考     

 １ 当社は、本体のⅥ型について、付加物品として１のⅥ型端末につき１のＰｏ

Ｅスイッチ又は１のＰｏＥインジェクターを含めて提供します。この場合、Ｐ

ｏＥスイッチ又はＰｏＥインジェクターの利用料金は、Ⅵ型の利用料金に含む

ものとします。 

    

 ２ 回線契約者は、本体のⅥ型の利用において、前項に定める付加物品の他にＰ

ｏＥスイッチの追加利用を請求することができます。 

    

 

 第４ 回線制御装置に係る工事費 

  １ 適用 

 

 第４ 回線制御装置に係る工事費 

  １ 適用 

 区  分 内         容   区  分 内         容  

 (1) （略） （略）   (1) （略） （略）  

 (2) 工事等実施

前に工事の取

消等があった

場合の工事費

の適用 

Universal One契約者は、クラウドWi-Fiアクセスポイントに

係る工事又は設置場所調査（以下この欄において「工事等」と

いいます。）を要する請求をした場合であって、次に掲げる期間

にその請求の取消し又はUniversal One契約の解除（以下この

欄において「取消等」といいます。）があったときは、それぞれ

次に掲げる工事費の支払いを要します。 
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  ア 工事等実施予定⽇から起算して２営業⽇前の午後３時か

ら１営業⽇前の午後３時までの間における取消等の場合 

 その工事等に要する工事費の半額の工事費 

     

  イ 工事等実施予定⽇から起算して１営業⽇前の午後３時以

降における取消等の場合 

 その工事等に要する工事費と同額の工事費 

     

 

  ２ 工事費の額 

 

 区   分 単 位 工事費の額       

 クラウドWi-Fiアクセスポイントに係る

工事等 

１の工事等ごと

に 

別に算定する実費       

  

  

 附 則（令和８年３⽉18⽇ ＣＮＳ１サ第000400016009-01号） 

 （実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和８年４⽉１⽇から実施します。 

  （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているクラウドWi-Fi認証機能

及びクラウドWi-Fiアクセスポイントに関する料金その他の提供条件については、なお従

前のとおりとします。 

 ３ この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 ４ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱

いについては、なお従前のとおりとします。 

  

 




